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津市告示第２０８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成６年津市告示第１５号で認可した地縁による団体から告示された事項

に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

  平成２７年７月２１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  垂水町自治会 

  三重県津市垂水１１１０番地の１ 

   代表者 市川 朗 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
奥田 隆郎 

三重県津市垂水１０７７番地 

変更後 
市川 朗 

三重県津市垂水１０３４番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２７年３月２２日の定時総会において改

選され、平成２７年４月１日から就任することとなったため。 



津市告示第２０９号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例１２条第２項及び第１４条の規定に

基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２項の規定

により次のとおり告示する。 

 平成２７年７月２３日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ７月 １日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ７月 ６日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２７年 ７月 ６日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ７月 ７日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ７月 ８日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ７月 ９日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２７年 ７月１０日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ７月１３日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ７月１３日 

津新町駅北公共自転車等駐車場 １２ 平成２７年 ７月１４日 

津新町駅南公共自転車等駐車場 ２０ 平成２７年 ７月１４日 

津新町駅南第二公共自転車等駐車場 ８ 平成２７年 ７月１４日 

津新町駅南第三公共自転車等駐車場 ５０ 平成２７年 ７月１４日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫 

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２１０号

 災害対策基本法（昭和３６年１１月１５日法律第２２３号）第４９条の７第

２項の規定に基づき、下記の施設を指定避難所として、追加指定したので、告

示する。

  平成２７年７月２４日

津市長 前 葉 泰 幸

番号 避難所 所在地 
収容人数 

（人） 

１ 中勢用水中央管理事務所 納所町５２４ ６０



津市告示第２１１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２７年７月２４日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

１ 路線名 ３２２４ 亀広４号線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市白山町二本木字亀広 57 番 1 地先から 

津市白山町二本木字亀広 27 番 1 地先まで 
旧 2.0～2.0 186.6 

津市白山町二本木字亀広 57 番 1 地先から 

津市白山町二本木字亀広 27 番 1 地先まで 
新 2.0～2.0 115.6 

２ 路線名 ３２２５ 亀広５号線 

  道路区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市白山町二本木字亀広 17 番地先から 

津市白山町二本木字亀広 22 番地先まで 
旧 1.8～5.0 212.0 

津市白山町二本木字亀広 17 番地先から 

津市白山町二本木字亀広 22 番地先まで 
新 1.8～1.8 40.5 



津市告示第２１２号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２７年７月３０日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

１１１０８６１ 平成２６年１０月１日 平成２７年７月２日

１３２１４２７ 平成２６年１０月１日 平成２７年７月７日

１３０５１５６ 平成２６年１０月１日 平成２７年７月８日



津市告示第２１３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２０年津市告示第４５号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

 平成２７年７月３１日 

                       津市長  前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  椋本第４部自治会 

  三重県津市芸濃町椋本１９２７番地２ 

   代表者 井 正行 

２ 変更に係る事項   

 （１）代表者の氏名及び住所   

変更前 

横山 和俊 

津市芸濃町椋本１９００番地 

変更後 

井 正行 

津市芸濃町椋本１９２７番地２ 

３ 変更理由及び年月日 

  平成２７年３月２２日定期総会において、同年４月１日から就任すること

が承認されたため 



津市公告第８３号 

地方自治法第２６０条の３８第１項の規定により、次の認可地縁団体が所有

する下記不動産の所有権の保存に関する申請を相当と認め、同条第２項の規定

により、次のとおり公告します。 

  平成２７年７月２１日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 申請を行った認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所の所在地 

名 称 小山自治会 

区 域 津市一志町小山区内とし県道６７号より西で８６１－２

番地を南限とし北限は赤川までとするが小山６３８番

地、６４０番地は区域外とする。 

主たる事務所 三重県津市一志町小山４０１番地１ 

２ 申請不動産に関する事項（土地） 

地 目 雑種地 

面 積 ９１９㎡ 

所 在 地 津市一志町小山字松葉小辺７７０番 

３ 申請事項に関し異議申出ができる者 

(1) 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人 

(2) 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人 

(3) 申請不動産の所有権を有することを疎明する者 

４ 異議申出の期間 

   平成２７年７月２１日から平成２７年１０月２１日 

５ 異議申出の方法 

「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」及び当該申請書に記載する

書類を添付して提出 



【担当課（問い合わせ先）】 

津市市民部地域連携課対話連携担当 

〒５１４－８６１１ 

三重県津市西丸之内２３番１号 

電話番号 ０５９－２２９－３１１０ 

ファクス ０５９－２２９－３３６６ 



津市公告第８４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２７年７月２１日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２７年７月１４日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市河芸町一色字石橋34番1ほか3筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市西丸之内18番26号

  有限会社 ごとう開発 

代表取締役 後藤 昭久 



津市公告第８５号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２７年７月２４日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２７年７月１７日

２ 抑留期間 平成２７年７月２８日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 
津市香良洲

町 

シーズーミ

ックス 
茶 雄 小 

９１日

以上 
首輪なし 

２ 
津市香良洲

町 

シーズーミ

ックス 
茶白 雄 小 

９１日

以上 
首輪あり 

３ 津市安東町 雑種 茶 雌 中 
９１日

以上 
首輪なし 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２









































津市公告第８７号 

 津市一人親家庭及び生活困窮世帯に係る学習支援業務について、次のとおり

プロポーザルを実施するので、公告します。 

  平成２７年７月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 業務概要 

 津市一人親家庭及び生活困窮世帯に係る学習支援業務 

 契約締結日から平成２８年３月３１日まで 

 提案見積限度額 下表のとおり（消費税及び地方消費税を含む。） 

                           （単位：千円） 

提案見積限度額 ７，０００ 

内訳 
一人親家庭に係る学習支援 ３，０００ 

生活困窮世帯に係る学習支援 ４，０００ 

２ 参加資格要件 

 法人格を有していること。 

 津市契約規則(平成１８年津市規則第４０号)第７条に規定する津市競争

入札参加資格者名簿に登載されていること。登載されていない場合にあっ

ては、以下の書類を提出し確認を受けていること。 

ア 履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 

イ 資金収支計算書，貸借対照表等の財務諸表 

ウ 本市の区域内に事業所を有する法人にあっては、市税に係る事業所の

完納を証明する書類 

エ 法人税並びに消費税及び地方消費税の記載がある未納税額のない証明

書 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定す

る一般競争入札の参加者の資格を有していること。 

 津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）による指名停

止を受けていないこと。 

 自己又は自社の役員等が次の各号のいずれにも該当する者でないこと、

及び次の各号に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 



ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年

法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。） 

ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害

を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな

ど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して

いる者 

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更正手続き開始の

申し立てがなされている者でないこと。 

 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続き開始の

申し立てがなされている者でないこと。 

 手形交換所から取引停止処分を受けている者でないこと。 

３ プロポーザル実施スケジュール 

1 公告 
平成２７年７月２７日（月）から 

８月７日（金）午後４時まで

2 実施要領等の配布 
平成２７年７月２７日（月）から 

８月３日（月）午後４時まで

5 参加意思表明書提出期限 平成２７年８月３日（月）午後４時まで 

3 質問書の受付 
平成２７年７月２７日（月）から 

８月４日（火）午後４時まで

4 質問書の回答期限 平成２７年８月５日（水） 

6 参加申込書の提出期限 平成２７年８月７日（金）午後４時まで 

7 参加資格審査結果通知 平成２７年８月１０日（月） 

8 企画提案書等の提出期限 平成２７年８月１４日（金）午後４時まで 

9 第１次審査（書面審査） 平成２７年８月１７日（月） 

10 第１次審査の結果通知 平成２７年８月１９日（水） 

11 第２次審査 平成２７年８月２５日（火） 



（プレゼンテーション及

び質疑応答） 

12 審査結果通知 平成２７年８月２５日（火）以降速やかに 

４ 実施要領等の配布 

  実施要領等は、津市ホームページ当該企画提案記事内からダウンロードを

すること。 

５ 契約の相手方の最優先候補者の選定について 

  企画提案書は、津市一人親家庭及び生活困窮世帯に係る学習支援業務プロ

ポーザル方式審査委員会において審査し、最も高い評価を受けた企画提案書

の提案者を契約の相手方の最優先候補者（以下「最優先候補者」という。）

として選定する。 

６ 契約の締結について 

  審査の結果、最優先候補者として選定された提案者と契約に関する協議を

行い、契約の締結を行う。 

  なお、最優先候補者との協議が整わない場合は、最優先候補者に次いで高

い評価を受けた企画提案書の提案者と順次契約に向けての協議を行う。 

７ その他 

  本プロポーザルに関する詳細は、「津市一人親家庭及び生活困窮世帯に係

る学習支援業務委託公募型プロポーザル実施要領」による。 



津市公告第８８号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２７年７月２７日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２７年７月２３日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市栗真小川町字中沢795番ほか27筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  鈴鹿市阿古曽町8番18号

  ハウスセンターオカベ株式会社 

代表取締役 岡部 勇 



津市公告第８９号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２７年７月２９日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２７年７月２２日

２ 抑留期間 平成２７年７月３０日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市高洲町 
ポメラニア

ン 
黒 雌 中 

９１日

以上 
首輪なし 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第９０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２７年７月２９日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２７年７月２８日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市久居中町71番の一部ほか5筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市一志町田尻595-13

  三重中央農業協同組合 

代表理事組合長 片岡 眞郁 



津市上下水道事業公告第１２号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２７年７月２７日 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明   

記 

別紙のとおり 













津市教育委員会告示第７号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２７年７月２２日

  津市教育委員会

                        委員長 坪 井  守

１ 招集の日時 平成２７年７月２３日（木） 午後４時から

２ 招集の場所 教育委員会室

３ 会議の事件 津市社会教育委員の委嘱について



津市教育委員会告示第８号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２７年７月３０日

  津市教育委員会

                        委員長 坪 井  守

１ 招集の日時 平成２７年７月３１日（金） 午前９時から

２ 招集の場所 津リージョンプラザ内 第３会議室

３ 会議の事件 平成２８年度使用中学校用教科用図書の採択について


